
 
 

 
町税・使用料などの滞納整理月間です！ 

 
 私たちが安心して生活していくためには、道路・公園・住宅・ 
生活環境など、私たち個人や民間の団体の活動だけではまか 
なうことのできない公共サービスや公共施設が必要です。 

町は、このために社会保障の充実、住宅や道路整備、 
教育の振興など幅広い活動を行っています。 
そのため、たくさんの資金が必要ですが、その 
主要な財源は、私たちの税金や使用料などに 
よってまかなわれています。 
町税や使用料などの納入が滞りますと皆様が安心 
して暮らせる環境づくりができません。 

町では、１２月を「税・使用料負担金滞納整理月間」 
として定め、収納向上を目指してまいりますので、大変 
厳しい経済状況でありますが、町税・使用料等の納付につ 
いて、みなさまのご理解とご協力をお願い申し上げます。 
 
※ 納税・納付についてのご相談は、下記担当係へお問い合せ下さい。 
 
町 道 民 税  
固 定 資 産 税 
軽 自 動 車 税 

 
 
生活課税務係 

国民健康保険税  
介 護 保 険 料 
後期高齢者医療保険料 

 
生活課保険係 

保  育  料 
公 営 住 宅 料 

生活課生活環境係 

水 道 料 
下 水 道 料 

経済課水道係 

国営農地開発事 
業受益者負担金 

経済課農林係 

病院診療費負担金 病院総務係 

       遠別町滞納整理推進対策本部 



 
 
 

町道民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険

料、後期高齢者医療保険料、保育料、公営住宅料、水道料、下水道

料などの納付は、稚内信用金庫、農協、郵便局の預金口座から、口

座振替の方法ですることができます。 

 
○口座振替を利用すると 
・ うっかり納期限を忘れてしまうということもありません。 
・ 納期のたびに役場や銀行などにわざわざ納めに行く必要がありません。 

○口座振替の手続きは 
・ 通帳印をお持ちになり、役場の担当係までお越しください。 
・ 申し込みは、随時受付けています。 

 
お問い合わせ先：役場生活課税務係 ７－２１１１（内線１１５・１１６・１１７） 
          生活課保険係       （内線１２１・１２２） 

生活課生活環境係     （内線１１８・１１９） 
          経済課水道係       （内線２４１・２４２） 
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